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白川村建築物等における木材の利用促進方針 

 

１ 目的 

 この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促

進に関する法律」（平成２２年法律第３６号。以下｢法｣という。）第１２条第１項の規定に

基づき、岐阜県が定めた「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進計画」に即して、法第９

条第２項に掲げる必要な事項を定め、村民が利用する建築物等において県産材を積極的

に利用した木造化・木質化を推進することにより、木材への親しみを養い、林業、山林資

源への関心を呼び起こし、村の山林の適切な管理・利用に資するものとする。 

 

２ 建築及び土木工事等における木材利用に関する基本的事項 

白川村は、法第５条に規定する村の責務を踏まえ、白川村が行う公共建築物等の整備、

公共土木工事の施工にあっては、法的規制、用途、維持管理方法を考慮し、経費の面から

著しい合理性を欠かない範囲において県産材の積極的な利用推進に努める。 

 

３ 建築及び土木工事等における木材の利用目標 

(１)公共建築物の木造化 

白川村が行う公共建築物の整備のうち、建築基準法その他の法令に基づく基準で耐火

建築物とすること等が求められない低層の公共建築物について、積極的な木造化を推

進する。 

(２)公共工事における木材利用 

白川村が行う公共工事にあたっては、使用する木材に求められる強度、耐久性等を考

慮した上で、県産材の積極的な利用を推進する。 

(３)公共建築物の内装等の木質化 

村が整備する公共建築物について木造化を図ることが困難であると判断されるもの

や、改修を行う施設においては、積極的な内装等の木質化を推進する。 

(４)木質バイオマスの利用促進 

木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラーの積極的な導入を推進する。 

 

３ 村有施設の備品及び消耗品整備における木材利用 

村有施設における木材加工品の導入にあたっては、県産材を利用した製品の積極的な

採用に努める。 

 

４ 地元産木材の利用に向けた環境整備 

地元産木材の利用向上にあたっては飛騨高山森林組合と連携し、地元産木材が利用し

やすい環境整備に努める。 
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５ 普及啓発 

村有施設の管理者は、村民が木造施設及び木材製品にふれあい、木材製品が持つ暖か

みや潤いのある良さや木材製品を利用する意義を考える機会を提供し、県産材加工製品

の利用拡大に資するよう普及啓発に努める。 

 

付則 

この方針は、平成２４年１２月２日から適用する。 

この方針は、令和５年１０月３１日から適用する。 

 


